
６．玄関鍵と部屋鍵等の返却
会館利用後施錠し、 バインダー一式
（玄関鍵・部屋鍵・チェックリスト・料金
納入封筒）をきずな会館郵便受けに
入れて返却
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１ 裏面もご覧ください

【１月の主な実施行事】
・ごみ分別巡回：１月７日・２１日
・役員会：１月９日
・昼間パトロール：１月２５日
・ 「広報たかはま」配布：１月２９日
・さくら祭りキックオフ：１月３１日

【２月の主な行事予定】
・ごみ分別巡回：２月４日・１９日
・さくら祭り準備委員会：２月７日・１４日・２１日・２８日
・役員会：２月１３日
・昼間パトロール ：２月２２日、・防災倉庫棚卸：２月２２日
・きずな会館運営委員会：２月２２日
・ 「広報たかはま」配布：２月２６日
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きずな会館花壇

大坪公園花壇

きずな会館花植え

回覧

きずな会館利用方法の変更についてお知らせします
従来、きずな会館の利用受付、会館鍵の貸し出し、利用料金支払い、会館鍵の受取り等の業務は

吉浜まちづくり協議会にお願いしておりました。
令和８年４月１日以降、きずな会館の予約・運用業務は吉浜まちづくり協議会から八幡町・新田町町

内会が実施し、無人対応となります。ご不便をお掛けしますが、宜しくお願い致します。

－主な変更点とその内容－

吉浜まちづくり協議会 八幡町・新田町町内会

１．予約状況の確認
① スマートホン
② パソコン
③ 吉浜ふれあいプラザ窓口

１．予約状況の確認（予約サイトが変更）
① スマートホン
② パソコン
③ 会館玄関掲示板の予約表
④ 役員へ問合せ（携帯電話等）

２．予約の申請（利用者登録証を提示）
利用予約申請書を吉浜ふれあい
プラザ窓口に提出

２．予約の申請（利用者登録証は不要）
利用許可後、利用予約申請書を
きずな会館郵便受けに入れる

３．会館玄関鍵・部屋鍵の入手
バインダー一式（会館玄関鍵と部
屋の鍵、チェックリスト）を入手

３．会館玄関鍵の入手と解錠
会館玄関をキー・ボックスより入手し、
玄関を解錠

４．部屋鍵と必要書類の入手
バインダー一式（部屋鍵・予約申請
書・チェックリスト・料金納入封筒・領
収書）を入手し、部屋鍵の解錠

４．利用料金の支払い
吉浜ふれあいプラザ窓口にて利用
料金の支払いと領収書を受領

５．利用料金の支払い
利用料金は料金納入封筒に入れ、
領収書を入手

６．玄関鍵と部屋鍵等の返却
利用後施錠し、 バインダー一式
（玄関鍵・部屋鍵・チェックリスト）
を吉浜ふれあいプラザ窓口に返却

５．会館玄関鍵・部屋鍵の解錠
バインダー一式に格納の玄関・部
屋鍵により、玄関と部屋鍵の解錠



２

空き状況確認

会館の利用

利用申請書を
会館郵便受けに入れる

利用申請書記入

チェックリスト記入

利用申請の受付
・利用内容を聞く
・利用上の注意を話す
・キーボックスの暗証番号を

告げる

町内会会館利用者

会館玄関鍵をキーボックスよ
り取出し玄関開錠

利用申請書記入

会館部屋の施錠と戻し

チェックリスト

部屋の後片づけ・清掃

町内会役員に
利用申請を連絡

会館利用の準備
・利用申請書受取り
・チェックリスト受取り
・利用料納入封筒受取り
・部屋鍵の受取り

利用料金を封筒へ
領収書受取り

玄関の施錠

以下を郵便受けに入れる
・利用申請書
・チェックリスト
・利用料納入封筒
・部屋鍵
・玄関鍵

きずな会館郵便受け

バインダーに綴じ、きずな会館
郵便受けに入れる

きずな会館利用状況確認画面

玄関鍵
キーボックス

会館部屋鍵

利用申請書

利用料金
封筒入れ

利用年月日

利用名称

利用責任者名

（支払者名）

連絡先(携帯電話）

利用施設時間単金利用時間利用金額

　集会室400

和室200

調理室400

ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰｺｰﾅｰ1,000

計－－円

町内会記載欄

受領者

受領日　　　　　年　　　月　　　日

　　　　　年　　　月　　　日

きずな会館利用料金収納袋

利用年月日

利用名称

利用責任者名

（支払者名）

連絡先(携帯電話）

利用施設時間単金利用時間利用金額

　集会室400

和室200

調理室400

ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰｺｰﾅｰ1,000

計－－円

町内会記載欄

受領者

受領日　　　　　年　　　月　　　日

　　　　　年　　　月　　　日

きずな会館利用料金収納袋

利用申請

会館入館

会館利用

会館退館

料金納入封筒

会館部屋
解錠

会館部屋施錠

料金納入封筒利用申請書

利用年月日

利用名称

利用責任者名

（支払者名）

連絡先(携帯電話）

利用施設時間単金利用時間利用金額

　集会室400

和室200

調理室400

ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰｺｰﾅｰ1,000

計－－円

町内会記載欄

受領者

受領日　　　　　年　　　月　　　日

　　　　　年　　　月　　　日

きずな会館利用料金収納袋

会館部屋鍵

提出先：八幡町・新田町きずな会館

町内会館運営委員会殿 申請日:　　令和　　　　　年　　　　　月　　　　　日

町内会館 きずな を利用したいので、利用申請書を提出します。

申請者 氏名： 固定電話：

住所： 携帯電話：

利用者記入

集会室　　　和室　　　調理室　　　ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰｺｰﾅ　　　駐車場

　男：　　　　　人　、　　　　女：　　　　人　　　　　　　計：　　　　　人

受付記入欄

（　　　　　　　時間） 円

受付 玄関鍵（取得） 鍵（取得） 鍵（戻し） 利用料支払 チェックリスト 玄関鍵（戻し）

日付
鍵No. 鍵No.

担当

きずな会館利用状況
確認はこちらから→

令和　　　　年　　　　　　月　　　　　日　（　　　　曜日）

　　　　　　　時　　　　　分　　　　～　　　　　時　　　　　分

　　　　　　　　　　　　　

八幡町・新田町町内会館　きずな　利用申請書

・八幡町・新田町町内会
・いきいきクラブ八幡
・新八会

－利用方法－
　　１．上記ＱＲコードからきずな会館利用状況を確認して、利用申請書をきずな会館郵便受けに入れて下さい。
　　　　（利用申請書を郵便受けに入れたら八幡町・新田町町内会役員に携帯電話へ連絡して下さい。　裏面をご覧ください。）
　　２．利用料金は当日払いです。
　　　　利用後に料金収納封筒に利用料金を入れ、きずな会館郵便受けに入れて下さい。（お釣りの無いように！！）
　　３．きずな会館の玄関鍵はキーボックス（暗証番号有り）から取出し、部屋鍵は所定場所に保管してあります。
　　　　（暗証番号は八幡町・新田町町内会役員の携帯電話にかけて、お聞きください。）
　　４．部屋鍵の返却は所定保管場所にお戻し下さい。
　　　　退館時玄関ドアを施錠後、キーボックに玄関鍵を格納し、暗証番号以外の番号にセットし直しして下さい。
－利用上の注意事項－
　　１．利用時間（午前９時から午後１０時まで、但しバーベキューコーナーは午後７時まで）は厳守して下さい。
　　２．利用後は必ず清掃し、火気、戸締りを確認して下さい。
　　３．会館および駐車場での事故、盗難などの責任は一切負いません。
　　４．その他、裏面のきずな会館利用規則を守って下さい。

利用名称(会議名等)

団体名 又は 責任者名

利用目的

利用日時

（利用時間は１時間単位）

利用室名等

利用人員

利用料金

提出先：八幡町・新田町きずな会館

町内会館運営委員会殿 申請日:　　令和　　　　　年　　　　　月　　　　　日

町内会館 きずな を利用したいので、利用申請書を提出します。

申請者 氏名： 固定電話：

住所： 携帯電話：

利用者記入

集会室　　　和室　　　調理室　　　ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰｺｰﾅ　　　駐車場

　男：　　　　　人　、　　　　女：　　　　人　　　　　　　計：　　　　　人

受付記入欄

（　　　　　　　時間） 円

受付 玄関鍵（取得） 鍵（取得） 鍵（戻し） 利用料支払 チェックリスト 玄関鍵（戻し）

日付
鍵No. 鍵No.

担当

きずな会館利用状況
確認はこちらから→

令和　　　　年　　　　　　月　　　　　日　（　　　　曜日）

　　　　　　　時　　　　　分　　　　～　　　　　時　　　　　分

　　　　　　　　　　　　　

八幡町・新田町町内会館　きずな　利用申請書

・八幡町・新田町町内会
・いきいきクラブ八幡
・新八会

－利用方法－
　　１．上記ＱＲコードからきずな会館利用状況を確認して、利用申請書をきずな会館郵便受けに入れて下さい。
　　　　（利用申請書を郵便受けに入れたら八幡町・新田町町内会役員に携帯電話へ連絡して下さい。　裏面をご覧ください。）
　　２．利用料金は当日払いです。
　　　　利用後に料金収納封筒に利用料金を入れ、きずな会館郵便受けに入れて下さい。（お釣りの無いように！！）
　　３．きずな会館の玄関鍵はキーボックス（暗証番号有り）から取出し、部屋鍵は所定場所に保管してあります。
　　　　（暗証番号は八幡町・新田町町内会役員の携帯電話にかけて、お聞きください。）
　　４．部屋鍵の返却は所定保管場所にお戻し下さい。
　　　　退館時玄関ドアを施錠後、キーボックに玄関鍵を格納し、暗証番号以外の番号にセットし直しして下さい。
－利用上の注意事項－
　　１．利用時間（午前９時から午後１０時まで、但しバーベキューコーナーは午後７時まで）は厳守して下さい。
　　２．利用後は必ず清掃し、火気、戸締りを確認して下さい。
　　３．会館および駐車場での事故、盗難などの責任は一切負いません。
　　４．その他、裏面のきずな会館利用規則を守って下さい。

利用名称(会議名等)

団体名 又は 責任者名

利用目的

利用日時

（利用時間は１時間単位）

利用室名等

利用人員

利用料金

提出先：八幡町・新田町きずな会館

町内会館運営委員会殿 申請日:　　令和　　　　　年　　　　　月　　　　　日

町内会館 きずな を利用したいので、利用申請書を提出します。

申請者 氏名： 固定電話：

住所： 携帯電話：

利用者記入

集会室　　　和室　　　調理室　　　ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰｺｰﾅ　　　駐車場

　男：　　　　　人　、　　　　女：　　　　人　　　　　　　計：　　　　　人

受付記入欄

（　　　　　　　時間） 円

受付 玄関鍵（取得） 鍵（取得） 鍵（戻し） 利用料支払 チェックリスト 玄関鍵（戻し）

日付
鍵No. 鍵No.

担当

きずな会館利用状況
確認はこちらから→

令和　　　　年　　　　　　月　　　　　日　（　　　　曜日）

　　　　　　　時　　　　　分　　　　～　　　　　時　　　　　分

　　　　　　　　　　　　　

八幡町・新田町町内会館　きずな　利用申請書

・八幡町・新田町町内会
・いきいきクラブ八幡
・新八会

－利用方法－
　　１．上記ＱＲコードからきずな会館利用状況を確認して、利用申請書をきずな会館郵便受けに入れて下さい。
　　　　（利用申請書を郵便受けに入れたら八幡町・新田町町内会役員に携帯電話へ連絡して下さい。　裏面をご覧ください。）
　　２．利用料金は当日払いです。
　　　　利用後に料金収納封筒に利用料金を入れ、きずな会館郵便受けに入れて下さい。（お釣りの無いように！！）
　　３．きずな会館の玄関鍵はキーボックス（暗証番号有り）から取出し、部屋鍵は所定場所に保管してあります。
　　　　（暗証番号は八幡町・新田町町内会役員の携帯電話にかけて、お聞きください。）
　　４．部屋鍵の返却は所定保管場所にお戻し下さい。
　　　　退館時玄関ドアを施錠後、キーボックに玄関鍵を格納し、暗証番号以外の番号にセットし直しして下さい。
－利用上の注意事項－
　　１．利用時間（午前９時から午後１０時まで、但しバーベキューコーナーは午後７時まで）は厳守して下さい。
　　２．利用後は必ず清掃し、火気、戸締りを確認して下さい。
　　３．会館および駐車場での事故、盗難などの責任は一切負いません。
　　４．その他、裏面のきずな会館利用規則を守って下さい。

利用名称(会議名等)

団体名 又は 責任者名

利用目的

利用日時

（利用時間は１時間単位）

利用室名等

利用人員

利用料金

提出先：八幡町・新田町きずな会館

町内会館運営委員会殿 申請日:　　令和　　　　　年　　　　　月　　　　　日

町内会館 きずな を利用したいので、利用申請書を提出します。

申請者 氏名： 固定電話：

住所： 携帯電話：

利用者記入

集会室　　　和室　　　調理室　　　ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰｺｰﾅ　　　駐車場

　男：　　　　　人　、　　　　女：　　　　人　　　　　　　計：　　　　　人

受付記入欄

（　　　　　　　時間） 円

受付 玄関鍵（取得） 鍵（取得） 鍵（戻し） 利用料支払 チェックリスト 玄関鍵（戻し）

日付
鍵No. 鍵No.

担当

きずな会館利用状況

確認はこちらから→

令和　　　　年　　　　　　月　　　　　日　（　　　　曜日）

　　　　　　　時　　　　　分　　　　～　　　　　時　　　　　分

　　　　　　　　　　　　　

八幡町・新田町町内会館　きずな　利用申請書

・八幡町・新田町町内会
・いきいきクラブ八幡
・新八会

－利用方法－
　　１．上記ＱＲコードからきずな会館利用状況を確認して、利用申請書をきずな会館郵便受けに入れて下さい。
　　　　（利用申請書を郵便受けに入れたら八幡町・新田町町内会役員に携帯電話へ連絡して下さい。　裏面をご覧ください。）
　　２．利用料金は当日払いです。
　　　　利用後に料金収納封筒に利用料金を入れ、きずな会館郵便受けに入れて下さい。（お釣りの無いように！！）
　　３．きずな会館の玄関鍵はキーボックス（暗証番号有り）から取出し、部屋鍵は所定場所に保管してあります。
　　　　（暗証番号は八幡町・新田町町内会役員の携帯電話にかけて、お聞きください。）
　　４．部屋鍵の返却は所定保管場所にお戻し下さい。
　　　　退館時玄関ドアを施錠後、キーボックに玄関鍵を格納し、暗証番号以外の番号にセットし直しして下さい。
－利用上の注意事項－
　　１．利用時間（午前９時から午後１０時まで、但しバーベキューコーナーは午後７時まで）は厳守して下さい。
　　２．利用後は必ず清掃し、火気、戸締りを確認して下さい。
　　３．会館および駐車場での事故、盗難などの責任は一切負いません。
　　４．その他、裏面のきずな会館利用規則を守って下さい。

利用名称(会議名等)

団体名 又は 責任者名

利用目的

利用日時

（利用時間は１時間単位）

利用室名等

利用人員

利用料金

玄関鍵

玄関鍵

会館部屋鍵

領収書

きずな会館利用の流れ

きずな会館の利用申請・会館への入館・会館の利用・会館からの退館の流れは、次のとおりです。

料金納入封筒 玄関鍵

ﾁｪｯｸﾘｽﾄ

利用申請書 ﾁｪｯｸﾘｽﾄ
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